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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 繰り出し機構を有するレンズ鏡筒において、
 カム溝を有し、円周溝を周面に有する第１の枠部材と、
 カムフォロワを有し、該カムフォロワが上記カム溝に嵌入して回動方向及び光軸方向に
移動可能な第２の枠部材と、
 上記カムフォロワと係合して上記第２の枠部材を相対的に光軸方向に移動可能とさせる
直進溝を有し、上記第１の枠部材に対して一体的に回動すると共に、上記円周溝に嵌入し
て上記第２の部材に対して光軸方向に相対移動しないようにする同一円周上に並べられた
一対の突部を有し、該一対の突部が、上記直進溝を挟むように配置され、さらに外力が上
記カムフォロワを介して上記カム溝に作用するとき、該一対の突起に均等に反力が生じる
ようにして上記カム溝にかかる曲げモーメントが抑制されるように配置された第３の枠部
材と、
を具備したことを特徴としたレンズ鏡筒。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、レンズ鏡筒、詳しくは複数の枠部材等からなり、これら複数の枠部材を光
軸に沿う方向に進退させるための繰り出し機構を有するレンズ鏡筒に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、写真撮影をおこなうカメラ等においては、ズーム動作や沈胴動作をおこなうため
に撮影光学系を構成する複数の光学レンズ群を保持する複数のレンズ保持枠を光軸に沿う
方向に進退自在に構成したレンズ鏡筒を有するものが広く実用化されている。この場合に
おいて、各レンズ保持枠同士は、例えばカムフォロワがカム溝に係合するカム結合や、バ
ヨネット爪が溝部に係合するバヨネット結合等によってそれぞれ連結されている。
【０００３】
　一般に、写真撮影をおこなうカメラは、使用者が気軽に携帯して持ち歩き、所望のとき
に取り出して使用することができるような構成となっているのが普通である。したがって
、カメラの使用中、もしくはカメラの運搬中等に、そのカメラを使用者が意図せずに他の
構造物等に衝突させたり、ハンドリングの誤り等によって床面等に落下させてしまう等の
可能性がある。
【０００４】
　一方、カメラを携帯等の便に供するためには、カメラ自体を小型化及び軽量化すること
が常に要求されている。そこで、近年のカメラでは、小型化及び軽量化を実現するための
手段として、例えばレンズ保持枠等の構成部材を薄くしたり軽量な素材が採用される傾向
がある。
【０００５】
　上述のように、小型化や軽量化のために枠部材自体を薄い素材や軽量素材で構成した場
合、枠部材自体の強度が弱くなる傾向がある。したがって、衝撃や落下の際に加わる外力
によって構成部材の一部が、特に結合部分等において変形したり破損したりすることがあ
る。
【０００６】
　そこで、外力に対する耐性大きくする構成を備えたレンズ鏡筒についての提案が、例え
ば特開２００２－１９６２１５号公報等によって、種々なされている。
【０００７】
　上記特開２００２－１９６２１５号公報によって開示されているレンズ鏡筒は、相対的
に回転可能に支持される二つの枠部材が、複数の係合突部と、これに対応する同数の円周
溝とを設け、両者を嵌合させることで光軸方向に一体的に進退可能な状態で支持されるよ
うに構成している。この構成により、係合突部の変形や破損等を生じにくくするというも
のである。
【特許文献１】特開２００２－１９６２１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところが、上述したように、例えば複数の枠部材同士がカム結合やバヨネット結合等に
よって連繋して動作するように構成されるレンズ鏡筒においては、衝突や落下等によって
前面側から外力が加わった場合、その力量は、衝突や落下等の外力が枠部材の外面に直接
加わるだけでなく、その外力は、例えば枠部材に設けられるカムフォロワを介して、この
カムフォロワがカム係合しているカム溝を有する枠部材側へと伝達されることになる。
【０００９】
　この場合、特にカムフォロワとカム溝とが当接する部位に対しては、部分的に応力が集
中することになる。そのために、枠部材自体が強度的に弱いものであると、当該応力が集
中した部分において、変形や破損が生じる可能性が高くなるという問題点がある。
【００１０】
　従来のレンズ鏡筒において、上述のような問題点が生じる場合の構成について、以下に
簡単に説明する。
【００１１】
　図６は、従来のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム結合によって相対的に回
転可能に支持される二つの枠部材（移動枠とカム枠）を展開して示すと共に、このうちの
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一方の枠部材（移動枠）とバヨネット結合する枠部材（回転枠）との連結関係を示す模式
図である。
【００１２】
　このレンズ鏡筒において、カム枠１０５は、移動枠１０４の内側に配設され、この移動
枠１０４の外周側に回転枠１０３が配設される。
【００１３】
　図６に示すように、移動枠１０４は、カム溝１０４ｃと円周溝（図６の符号１０４ｅは
円周溝の側壁を示す）とを有している。カム枠１０５は、上記カム溝１０４ｃに嵌入する
カムフォロワ１４１を有している。回転枠１０３は、上記カムフォロワ１４１が係合する
直進溝１０３ｃと、この移動枠１０４の円周溝１０４ｅに嵌入するバヨネット突起１０３
ｅとを有している。バヨネット突起１０３ｅは、円周方向で直進溝１０３ｃの近傍に配置
されている。
【００１４】
　この場合において、カム枠１０５のカムフォロワ１４１は、移動枠１０４のカム溝１０
４ｃに係合して、カム枠１０５と移動枠１０４とをカム結合している。同時に、カムフォ
ロワ１４１は、カム溝１０４ｃを貫通して回転枠１０３の直進溝１０３ｃに係合している
。
【００１５】
　これにより、回転枠１０３はカム枠１０５とは一体に回転する。また、回転枠１０３に
対してカム枠１０５は光軸方向に移動可能となっている。
【００１６】
　一方、回転枠１０３のバヨネット突起１０３ｅは移動枠１０４の円周溝１０４ｅに嵌入
し、これにより回転枠１０３と移動枠１０４とはバヨネット結合している。つまり、これ
により移動枠１０４は、回転枠１０３に対して相対的に回転すると共に、光軸方向への移
動が規制されている。
【００１７】
　なお、カムフォロワ１４１は、円周に沿って等間隔に例えば三個設けられている。これ
に対応させてカム溝１０４ｃ，直進溝１０３ｃも同数形成されている。
【００１８】
　このような構成により、回転枠１０３がモータ等からの駆動力を受けて回転すると、こ
れと一体にカム枠１０５が回転する。すると、カムフォロワ１４１がカム溝１０４ｃに沿
って移動することにより、移動枠１０４を回転させると共に、カム枠１０５を光軸方向に
移動させるようになっている。
【００１９】
　この構成の場合、カムフォロワ１４１とバヨネット突起１０３ｅとの相対的な位置関係
は、同位置となるように配置されている。したがって、図６に示すように、カム枠１０５
の前面側から光軸方向の外力Ｆが加わった場合には、カムフォロワ１４１を介してカム溝
１０４ｃの側壁に対し力量Ｆ１の力が加わる。これに伴って、移動枠１０４の円周溝１０
４ｅの側壁はバヨネット突起１０３ｅに作用する。これにより、バヨネット突起１０３ｅ
においては、上記力量Ｆ１とは逆方向で同等の力量の反力ＦＲ１が生じる。また、図６に
示すように、隣接するカムフォロワ１４１，カム溝１０４ｃ，バヨネット突起１０３ｅの
各部位においても同様に、外力Ｆによる力量Ｆ２に対する反力ＦＲ２が生じる。
【００２０】
　したがって、移動枠１０４には、このとき図６の符号Ｍで示す範囲に曲げモーメントが
発生することになる。その結果、移動枠１０４は、図６の二点鎖線で示すように変形する
ことになる。その結果、例えば図６に示すように、カム溝１０４ｃの端部には亀裂Ｃ等が
発生し、レンズ鏡筒の破損を招くことになる。
【００２１】
　本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、カム
結合，バヨネット結合により連結される複数の枠部材を有するレンズ鏡筒であって、衝撃
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や落下等によって加わる外力に起因して部分的に応力が集中することを抑止して、各枠部
材の部分的な変形や破損を回避することのできる構成を備えたレンズ鏡筒を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
 上記目的を達成するために、本発明の一態様のレンズ鏡筒は、繰り出し機構を有するレ
ンズ鏡筒において、カム溝を有し、円周溝を周面に有する第１の枠部材と、カムフォロワ
を有し、該カムフォロワが上記カム溝に嵌入して回動方向及び光軸方向に移動可能な第２
の枠部材と、上記カムフォロワと係合して上記第２の枠部材を相対的に光軸方向に移動可
能とさせる直進溝を有し、上記第１の枠部材に対して一体的に回動すると共に、上記円周
溝に嵌入して上記第２の部材に対して光軸方向に相対移動しないようにする同一円周上に
並べられた一対の突部を有し、該一対の突部が、上記直進溝を挟むように配置され、さら
に外力が上記カムフォロワを介して上記カム溝に作用するとき、該一対の突起に均等に反
力が生じるようにして上記カム溝にかかる曲げモーメントが抑制されるように配置された
第３の枠部材と、を具備した。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、カム結合，バヨネット結合により連結される複数の枠部材を有するレ
ンズ鏡筒であって、衝撃や落下等によって加わる外力に起因して部分的に応力が集中する
ことを抑止して、各枠部材の部分的な変形や破損を回避し得る構成のレンズ鏡筒を提供す
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。
【００２５】
　図１～図５は、本発明の一実施形態を示す図である。このうち、図１は本実施形態のレ
ンズ鏡筒の構成を示す分解斜視図である。図２は本実施形態のレンズ鏡筒を構成する複数
の枠部材のうちカム枠と移動枠と回転枠とを取り出して拡大して示す要部拡大斜視図であ
る。図３は本実施形態のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム枠と移動枠と回転
枠とが組み立てられた状態において光軸を含む面に沿う断面を示す要部拡大断面図である
。図４は本実施形態のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム枠と移動枠とが組み
立てられた状態を示す要部拡大斜視図である。図５は本実施形態のレンズ鏡筒を構成する
複数の枠部材のうちカム結合によって相対的に回転可能に支持される二つの枠部材（移動
枠とカム枠）を展開して示すと共に、このうちの一方の枠部材（移動枠）とバヨネット結
合する枠部材（回転枠）との連結関係を示す模式図である。
【００２６】
　以下の説明においては、本実施形態のレンズ鏡筒における撮影光学系の光軸を符号Ｏで
表すものとする。この光軸Ｏに沿う方向において被写体側を前方とし、当該レンズ鏡筒に
おける各枠部材が、前方に向かう際の方向を繰り出し方向というものとする。一方、同光
軸Ｏに沿う方向において結像側を後方とし、各枠部材が後方に向かう際の方向を繰り込み
方向というものとする。当該レンズ鏡筒における各構成部材の回転方向は、前方側から見
た回転方向で表わすものとする。
【００２７】
　本実施形態のレンズ鏡筒は、カメラに設けられるものであって、撮影光学系の光軸Ｏに
沿う方向において前方に突出させて撮影をおこない得る形態である撮影状態と、当該レン
ズ鏡筒が適用されるカメラ（図示せず）等の筐体内に収納される非撮影状態（沈胴状態）
とに変位自在に構成され、撮影状態にあるときには短焦点位置（ワイド位置）と長焦点位
置（テレ位置）との間で複数の枠部材を繰り出しまたは繰り込むことで変倍動作（ズーミ
ング）を可能とする繰り出し機構を有して構成されるズームレンズ鏡筒である。
【００２８】



(5) JP 4891213 B2 2012.3.7

10

20

30

40

50

　本発明の一実施形態のレンズ鏡筒の構成を、図１～図４を用いて以下に説明する。
【００２９】
　本実施形態のレンズ鏡筒１は、図１に示すように、カメラ本体（図示せず）に固定され
る固定枠２と、固定枠２に支持されてズーミング時や沈胴動作時に駆動源となる駆動モー
タ（図示せず）の駆動力によって回転及び光軸方向に進退駆動される回転枠３と、光軸方
向に進退し回転枠３に対し相対的に光軸Ｏに沿う方向の進退移動が規制され、かつ回転可
能な移動枠４と、回転枠３と一体に回転し回転枠３に対して光軸Ｏに沿う方向に進退移動
するカム枠５と、回転が規制された状態でカム枠５と共に光軸Ｏに沿う方向に進退する直
進ガイド枠６と、回転が規制された状態で回転枠３によって光軸Ｏに沿う方向に進退駆動
されシャッター機構や退避レンズ枠である三群枠（図示せず）を内部に有するシャッター
及び三群ユニット３２と、回転が規制された状態でカム枠５によって光軸Ｏに沿う方向に
それぞれ進退駆動される二群枠１１及び一群枠１２と、フォーカシング時や沈胴動作時に
光軸Ｏに沿う方向に進退駆動されるフォーカシングレンズ枠である四群枠１３と、一群枠
１２に保持される一群レンズ（図示せず），二群枠１１に保持される二群レンズ２２，三
群枠に保持される三群レンズ，四群枠１３に保持されるフォーカシングレンズである四群
レンズ２４からなる撮影光学系と、固定枠２の後端に固定される保持プレート１５等によ
って構成される。
【００３０】
　レンズ鏡筒１の後側には撮像ユニット（図示せず）が装着される。この撮像ユニットは
、撮像素子等を含む構成部材からなり、保持プレート１５が取り付けられた固定枠２の後
端面に対してビス止め固定されている。これによって、撮像ユニットは、レンズ鏡筒１の
後側に固定保持されている。
【００３１】
　固定枠２は、円筒状に形成されており、その内周部に光軸Ｏに対して傾斜する方向に形
成される傾斜カム溝部と円周に沿う方向に形成される円周溝部とが連接してなるカム溝２
ａと、光軸Ｏに沿う方向に形成される直進溝２ｂ，２ｃとを有している。
【００３２】
　また、固定枠２の外周部には、撮影光学系のズーミング動作をおこなうためのユニット
であってズーム駆動源であるズームモータや、このズームモータの駆動力を伝達するギヤ
ー列，ロングギヤー等からなるズーミングユニット１７と、撮影光学系のフォーカシング
動作をおこなうためのユニットであってフォーカス駆動源であるフォーカスモータ，フォ
ーカスモータの駆動力を伝達するギヤー列，送りねじ及びガイド軸等からなるフォーカシ
ングユニット１８とが配設されている。
【００３３】
　ズーミングユニット１７は、ズームモータにより本レンズ鏡筒１の撮影光学系のうちズ
ーミング動作に寄与するズーム光学系（一群レンズ，二群レンズ２２，三群レンズ）を光
軸Ｏに沿う方向に駆動するズーム駆動機構であり、さらに、本レンズ鏡筒１を撮影状態か
ら非撮影状態へと駆動する沈胴動作をもおこなう。
【００３４】
　フォーカシングユニット１８は、フォーカスモータにより本レンズ鏡筒１の撮影光学系
のうちフォーカシング動作に寄与するフォーカシング光学系（四群レンズ２４）を光軸Ｏ
に沿う方向に駆動するフォーカス駆動機構としての役目をしている。
【００３５】
　なお、ズーミングユニット１７のロングギヤーは、特に図示されていないが、光軸Ｏに
平行となる方向に沿って固定枠２の内周部に露呈した状態で回動自在に支持されている。
【００３６】
　回転枠３は、図１～図３に示すように、円筒状に形成されており、固定枠２の内周部に
回動及び進退自在な状態で嵌入している。回転枠３の外周後方部には、固定枠２のカム溝
２ａに摺動自在に嵌入するカムフォロワ３ａと、ロングギヤーに噛合するギヤー部３ｂと
が形成されている（特に図２参照）。
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【００３７】
　また、回転枠３の内周部には、光軸Ｏに対して傾斜する方向に形成された三群用カム溝
３ｄと、光軸Ｏに沿う方向に形成されたカム枠用直進溝３ｃとを有している。このカム枠
用直進溝３ｃは、後述するカム枠５のカムフォロワ４１が係合することで、カム枠５と回
転枠３とが共に回転しながら、カム枠５が回転枠３に対して光軸Ｏに沿う方向に移動可能
とするものである。
【００３８】
　さらに、図１，図２に示すように、回転枠３の内周後端部には、内方に向けて突出する
ように形成されるバヨネット突起３ｅが設けられている。
【００３９】
　このバヨネット突起３ｅは、後述するように移動枠４の円周溝４ｅに嵌入することによ
って、回転枠３と移動枠４とをバヨネット結合させるために設けられるものである。した
がって、回転枠３と移動枠４とがバヨネット結合した状態では、移動枠４は回転枠３の内
周部において回転自在となっていると共に、移動枠４は回転枠３に対して光軸Ｏに沿う方
向への進退移動が規制されている。
【００４０】
　バヨネット突起３ｅは、四個設けられている。このうち二つは、光軸Ｏに沿う方向に並
べて配置されている。そして、他の二つは、カム枠用直進溝３ｃを挟んで上記二つのバヨ
ネット突起３ｅに対向するように配置されている。つまり、光軸方向に並べた二つのバヨ
ネット突起３ｅに対向するように他の二つのバヨネット突起３ｅを配置し、その間にカム
枠用直進溝３ｃが挟まれるように配置されている。
【００４１】
　なお、図４においては、回転枠３は図示されていないが、図４の状態の移動枠４に対し
て回転枠３を組み込んだときに、移動枠４の円周溝４ｅに嵌合されるバヨネット突起３ｅ
の配置を示している。
【００４２】
　また、バヨネット突起３ｅについては、別の形態として二個設けるようにしても本発明
を構成できる。この場合には、二個のバヨネット突起３ｅは、円周に沿う方向に並べて配
置され、かつこの二個のバヨネット突起３ｅの間には、カム枠用直進溝３ｃが挟まれるよ
うに配置すればよい。
【００４３】
　そして、上述したように、回転枠３のカムフォロワ３ａは、固定枠２のカム溝２ａに摺
動自在に嵌入しており、ギヤー部３ｂは、ロングギヤーに噛合している。したがって、ズ
ーミングユニット１７のズームモータが駆動されてロングギヤーが回転駆動されると、そ
の駆動力がギヤー部３ｂを介して回転枠３に伝達され、当該回転枠３を回転させるように
なっている。こうして回転枠３が回転すると、当該回転枠３のカムフォロワ３ａが固定枠
２のカム溝２ａの傾斜カム溝部に沿って移動することで、同回転枠３は、回転しながら所
定の沈胴位置から撮影状態における短焦点位置にまで前方に繰り出される。そして、本レ
ンズ鏡筒１が撮影状態にあるときには、短焦点位置から長焦点位置までの間におけるズー
ミング動作中には、当該回転枠３は、カムフォロワ３ａとカム溝２ａの円周溝部とによっ
て光軸Ｏに沿う方向には進退することなく回転方向にのみ駆動されるようになっている。
【００４４】
　移動枠４は、円筒形状に形成されており、回転枠３の内周部において相対的に回転自在
に嵌入している。移動枠４の後端外周部には、固定枠２の直進溝２ｂに嵌入するガイド突
起部４ａが外方に向けて突設されている。これにより、当該移動枠４は、固定枠２によっ
て回転規制された状態で光軸方向への進退移動が可能となっている。
【００４５】
　また、移動枠４には、光軸Ｏに沿う方向に形成された三群用直進溝４ｂと、光軸Ｏに対
して傾斜する方向に形成されるカム枠用カム溝４ｃと、外周後方部に形成され円周方向に
溝が設けられ、かつ光軸方向に並んだ２つの有底の円周溝４ｅとが設けられる第１の枠部
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材である。なお、三群用直進溝４ｂ，カム枠用カム溝４ｃは、いずれも内外周を貫通して
なる溝部となっている。
【００４６】
　この移動枠４は、回転枠３のバヨネット突起３ｅが円周溝４ｅに嵌入した状態で、回転
枠３の内周部に嵌入するように配設されている。これにより、移動枠４は、回転枠３に対
して相対的に回転が可能で、かつ回転枠３に対して光軸Ｏに沿う方向には相対的に進退移
動しないようにバヨネット結合される第３の枠部材となっている。
【００４７】
　さらに、移動枠４の内周部には、光軸Ｏに沿う方向に形成され、後述の直進ガイド枠６
のガイド突起部６ａが嵌入することで当該直進ガイド枠６の回転規制をおこなう直進溝４
ｄが形成されている。
【００４８】
　カム枠５は、円筒状に形成され、移動枠４の内周部に嵌入するように配置されている。
このカム枠５は、外周後方部に外方に向けて突設されるカムフォロワ４１を有している。
また、カム枠５の内周部には、光軸Ｏに対して傾斜する方向に形成される二群用カム溝５
ａ及び一群用カム溝５ｂとが設けられている。
【００４９】
　カム枠５のカムフォロワ４１は、移動枠４のカム枠用カム溝４ｃに摺動自在に係合して
おり、その係合状態で貫通し、さらにカムフォロワ４１の先端部が回転枠３のカム枠用直
進溝３ｃに嵌入して支持されている。これにより、カム枠５は、回転枠３と一体的に回動
し、かつ回転枠３に対して相対的に光軸Ｏに沿う方向に進退移動可能に支持される第２の
枠部材となっている。
【００５０】
　直進ガイド枠６は、円筒状に形成されており、後端外周部に移動枠４の直進溝４ｄに嵌
入するガイド突起部６ａを有している。また、直進ガイド枠６は、光軸Ｏに沿う方向に内
外周を貫通するように形成される二群用直進溝６ｂと、光軸Ｏに沿う方向に外周面上に形
成される有底の一群用直進溝６ｃと、前端側に形成されバリア駆動レバー（図示せず）を
駆動する切り欠き状カム部６ｅとを有している。
【００５１】
　そして、直進ガイド枠６は、カム枠５の内側に配置される一群枠１２の内周部に嵌入し
た状態に配置される。このとき、直進ガイド枠６のガイド突起部６ａが移動枠４の直進溝
４ｄに嵌入している。これにより、当該直進ガイド枠６は、移動枠４により進退自在に支
持されると共に回転規制されている。また、直進ガイド枠６の一群用直進溝６ｃに一群枠
１２のガイド突部（図示せず）が嵌入している。これにより、当該直進ガイド枠６は、一
群枠１２を進退自在に支持すると共に回転規制している。
【００５２】
　なお、直進ガイド枠６は、カム枠５に対して回転自在となっており、かつ光軸Ｏに沿う
方向に対しては、カム枠５と一体に移動するようになっている。
【００５３】
　二群枠１１は、円筒状に形成され、直進ガイド枠６の内周部に嵌入された状態に配置さ
れている。この二群枠１１の略中央部には二群レンズ２２が保持されており、外周部には
外方に突設されるガイド突部１１ａと、このガイド突部１１ａ上において外方に突設され
るカムフォロワ４３とを有している。
【００５４】
　ガイド突部１１ａは、直進ガイド枠６の二群用直進溝６ｂに嵌入するようになっており
、カムフォロワ４３は、二群用直進溝６ｂを挿通して、その外方に設けられるカム枠５の
二群用カム溝５ａに摺動可能に嵌入している。したがってこれにより、二群枠１１は、直
進ガイド枠６によって回転規制された状態で、カム枠５によって進退駆動されるようにな
っている。
【００５５】
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　一群枠１２は、円筒状に形成される枠部材２０と、この枠部材２０の内部で一群レンズ
を保持する一群レンズ保持枠（図示せず）等からなり、直進ガイド枠６の外周側であって
、カム枠５の内周側に嵌入した状態で配置されている。
【００５６】
　一群枠１２の前面内側には、一群レンズの前面を開閉自在とするレンズバリア２７が配
置されている。また、一群枠１２の内周部には、光軸Ｏに沿う方向に形成され、内方に向
けて突設されるガイド突部（図示せず）が、内周方向において等間隔に複数（例えば三つ
）形成されている。そして、このガイド突部の配置されている部分に対応する一群枠１２
の外周側後端部には、カム枠５の一群用カム溝５ｂに嵌合するカムフォロワ４４が外方に
向けて配設されている。
【００５７】
　上述したように、一群枠１２のガイド突部は、直進ガイド枠６の一群用直進溝６ｃに嵌
入している。これにより、一群枠１２は、直進ガイド枠６によって回転規制された状態で
、カムフォロワ４４と一群用カム溝５ｂとのカム結合によって光軸Ｏに沿う方向に進退駆
動されるようになっている。
【００５８】
　レンズバリア２７は、一群枠１２の前端部において回動自在に支持されており、バネ付
勢された状態で回動自在に支持されるバリア駆動レバー（図示せず）によって開閉駆動さ
れるようになっている。このバリア駆動レバーは、当該レンズ鏡筒１の沈胴動作時に直進
ガイド枠６の切り欠き状カム部６ｅによって回動駆動されるのに連動してレンズバリア２
７を閉方向に駆動するようになっている。
【００５９】
　シャッター及び三群ユニット３２は、後端側に配設される三群用直進枠７と、シャッタ
ー機構を保持するシャッター枠９と、三群レンズを保持する三群枠等によって構成されて
いる。
【００６０】
　三群用直進枠７は、外方の三方向に向けて延出するように形成される腕部の各先端にそ
れぞれ設けられるガイド突部７ａと、各ガイド突部７ａからさらに外方に向けて突設され
るカムフォロワ４２とを有して形成されている。また、三群用直進枠７は、三群枠を光路
外に退避させ得るのに充分な退避空間を有するように形成されている。
【００６１】
　三群用直進枠７は、移動枠４の内部に嵌入した状態で配置され、ガイド突部７ａが移動
枠４の三群用直進溝４ｂに嵌入し、これを貫通してカムフォロワ４２が回転枠３の三群用
カム溝３ｄに嵌入されるようになっている。これにより、当該三群用直進枠７は、移動枠
４によって回転規制された状態で、回転枠３によって進退駆動されるようになっている。
【００６２】
　シャッター枠９は、中央開口部を開閉するシャッター羽根や、このシャッター羽根を回
動駆動させるシャッターアクチュエータ等を含むシャッター機構を有して構成されている
（いずれも図示せず）。
【００６３】
　三群枠は、シャッター及び三群ユニット３２の所定の位置に組み付けられた状態におい
て、所定の支持軸によって光軸Ｏに直交する面に平行方向に回動自在に支持されており、
かつ三群用直進枠に対して光軸Ｏに沿う方向への移動が規制された状態で保持されている
。
【００６４】
　四群枠１３は、四群レンズ２４を保持する枠部材である。四群枠１３の外周には、外方
に向けて延出する長腕部１３ｅ及び短腕部１３ｆが設けられている。長腕部１３ｅの先端
部近傍には、フォーカシングユニット１８のガイド軸（図示せず）が挿通される軸穴１３
ａが形成されている。また、短腕部１３ｆの先端部近傍には、固定枠２の直進溝２ｃに摺
動自在に係合されるガイド突起部１３ｂが形成されている。
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【００６５】
　この四群枠１３は、固定枠２の内部における後方に挿入配置されており、固定枠２に対
して光軸Ｏに沿う方向に進退自在となっている。
【００６６】
　即ち、四群枠１３は、フォーカシングユニット１８のフォーカス駆動源（フォーカスモ
ータ）の駆動力によってギヤー列，送りネジを介してガイド軸が回動されると、このガイ
ド軸に沿う方向、即ち光軸Ｏに沿う方向に進退駆動されて、撮影状態にあるときには適切
なフォーカシング位置に、また沈胴動作時には所定の沈胴位置に配置されるようになって
いる。
【００６７】
　また、四群枠１３の略中央部には開口部が穿設されており、この開口部の内側部分に四
群レンズ２４が固定保持されている。
【００６８】
　保持プレート１５は、金属製の板状部材からなり、組み立てられた状態のレンズ鏡筒１
における固定枠２の後端面に対して、例えばビス等によって固定されている。この保持プ
レート１５には、略中央部に開口１５ａが設けられている。この開口１５ａの部位に、上
述したように撮像ユニット（図示せず）が配設されるようになっている。
【００６９】
　このように構成された上記一実施形態のレンズ鏡筒に対して、衝撃や落下等に起因して
、その前面側から外力が加わった場合の作用を図４，図５を用いて以下に説明する。
【００７０】
　本実施形態のレンズ鏡筒１は、組み立てられた状態で、カメラ等に組み込まれて使用さ
れることになる。この場合において、使用中のカメラのレンズ鏡筒１に対し、例えば、衝
撃や落下等に起因する外力が、その前面側に加わった場合を考えてみる。
【００７１】
　このとき、レンズ鏡筒１の前面側に対して加わる外力は、一群枠１２からカム枠５へと
伝達されるものとする。
【００７２】
　このときカム枠５に伝達される外力は、図４，図５に示す矢印Ｆのように、カム枠５の
前面側から光軸Ｏに沿う方向に加わわったとすると、当該外力Ｆは、カム枠５のカムフォ
ロワ４１を介して移動枠４のカム枠用カム溝４ｃの側壁に対して力量Ｆ１の力が加わるこ
ととなる。この力量Ｆ１の衝撃力は、移動枠４の円周溝４ｅの側壁を介して、カムフォロ
ワ４１に相対する側の二つのバヨネット突起３ｅに作用することになる。これにより、二
つのバヨネット突起３ｅのそれぞれにおいては、上記力量Ｆ１とは逆方向で、各二分の一
の力量の反力ＦＲ１１，ＦＲ１２が生じる。
【００７３】
　また、図５に示すように、隣接するカムフォロワ４１，カム枠用カム溝４ｃ，バヨネッ
ト突起３ｅの部位においても同様に、力量Ｆ２に対する反力ＦＲ２１，ＦＲ２２が生じる
。
【００７４】
　この場合において、本実施形態のレンズ鏡筒１では、カムフォロワ４１が嵌合する回転
枠３のカム枠用直進溝３ｃと、移動枠４の円周溝４ｅに嵌合するバヨネット突起３ｅとの
位置関係は、上述したように、常に光軸方向に並べた二つのバヨネット突起３ｅに対向さ
せて他の二つのバヨネット突起３ｅを配置し、かつ、その間にカム枠用直進溝３ｃが挟ま
れるように配置されている。
【００７５】
　したがって、カム枠用直進溝３ｃに沿って光軸方向に移動するカムフォロワ４１から伝
達される外力は、常に二つのバヨネット突起３ｅの間の部位に加わることになる。つまり
、力量Ｆ１の外力を、二つのバヨネット突起３ｅで均等に受けることになるため、各バヨ
ネット突起３ｅが個々に受ける力量は二分の一（Ｆ／２）となり、その反力ＦＲ１１，１
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２は、上記外力の力量Ｆ１を間に挟んで逆向きの平行方向に生じる。よって、本実施形態
の構成を採用した場合には、外部から伝達された外力がカムフォロワ４１を介してカム枠
用カム溝４ｃに作用するとき、二つのバヨネット突起３ｅで均等に受けるようになってい
るので、曲げモーメントが抑制され、その結果、カム枠５の損傷も生じない。
【００７６】
　以上説明したように上記一実施形態においては、外部から伝達された外力がカム枠５の
カムフォロワ４１を介してカム枠用カム溝４ｃに作用するとき、カム枠５とカム結合する
移動枠４と、この移動枠４とバヨネット結合する回転枠３との連結部位における構成、即
ち回転枠３の複数のバヨネット突起３ｅとカム枠用直進溝３ｃの配置を工夫することによ
って、レンズ鏡筒１の内部構成部材であるカムフォロワ４１やカム枠用カム溝４ｃ，バヨ
ネット突起３ｅ等、外力が作用する部位が変形したり破損したり、またはや枠部材同士の
カム結合やバヨネット結合の脱落等が発生することを抑止することができる。
【００７７】
　なお、上述の一実施形態においては、円周溝４ｅを２つ、バヨネット突起３ｅを４つと
した構成例により説明したが、この構成に限られることはなく、強度を保つことができれ
ば、上述のように円周溝１つと、直進溝３ｃを挟むようにバヨネット突起を２つ配置する
ような構成としてもよい。
【００７８】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、発明の主旨を逸脱しない範囲内
において種々の変形や応用を実施し得ることが可能であることは勿論である。さらに、上
記実施形態には、種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における
適宜な組み合わせによって、種々の発明が抽出され得る。例えば、上記一実施形態に示さ
れる全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとする課題の欄
で述べた課題が解決でき、発明の効果で述べられている効果が得られる場合には、この構
成要件が削除された構成が発明として抽出され得る。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】本発明の一実施形態のレンズ鏡筒の構成を示す分解斜視図。
【図２】本実施形態のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム枠と移動枠と回転枠
とを取り出して拡大して示す要部拡大斜視図。
【図３】本実施形態のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム枠と移動枠と回転枠
とが組み立てられた状態において光軸を含む面に沿う断面を示す要部拡大断面図。
【図４】本実施形態のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム枠と移動枠とが組み
立てられた状態を示す要部拡大斜視図。
【図５】本実施形態のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム結合によって相対的
に回転可能に支持される二つの枠部材（移動枠とカム枠）を展開して示すと共に、このう
ちの一方の枠部材（移動枠）とバヨネット結合する枠部材（回転枠）との連結関係を示す
模式図。
【図６】従来のレンズ鏡筒を構成する複数の枠部材のうちカム結合によって相対的に回転
可能に支持される二つの枠部材（移動枠とカム枠）を展開して示すと共に、このうちの一
方の枠部材（移動枠）とバヨネット結合する枠部材（回転枠）との連結関係を示す模式図
。
【符号の説明】
【００８０】
１……レンズ鏡筒
２……固定枠
３，１０３……回転枠
３ａ……カムフォロワ
３ｂ……ギヤー部
３ｃ，１０３ｃ……カム枠用直進溝
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３ｄ……三群用カム溝
３ｅ，１０３ｅ……バヨネット突起
４，１０４……移動枠
４ａ……ガイド突起部
４ｂ……三群用直進溝
４ｃ，１０４ｃ……カム枠用カム溝
４ｄ……直進溝
４ｅ，１０４ｅ……円周溝
５，１０５……カム枠
５ａ……二群用カム溝
５ｂ……一群用カム溝
６……直進ガイド枠
７……三群用直進枠
９……シャッター枠
１１……二群枠
１２……一群枠
１３……四群枠
１５……保持プレート
４１，１４１……カムフォロワ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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